
令和７年度長崎県高等学校新人体育大会［体操競技・新体操大会］実施要項 （案） 

 

 

１  主 催   長崎県高等学校体育連盟 長崎県教育委員会 長崎県体操協会 

 

２  主 管   長崎県高等学校体育連盟［体操専門部］ 長崎市体操協会 

 

３  期 日    

［新体操］   会場設営    令和７年１１月 15 日（土）   ８：３０～ 

［  新体操］   公式練習    令和７年１１月 15日（土）  １０：００～ 

［新体操］    開始式       令和７年１１月 15 日（土）  11：２０～ 

［ 新体操］    競技開始    令和７年１１月 15日（土）  １１：４０～  

［新体操］    閉会式①     令和７年１１月 15 日（土）  １４：５０～ 

 

［体 操］    会場設営       令和７年１１月 15 日（土）   ８：００～ 

            男子公式練習   令和７年１１月 15 日（土）  １０：３０～ 

男子競技開始   令和７年１１月 15 日（土）  １１：３０～ 

女子公式練習   令和７年１１月 15 日（土）  １３：００～ 

女子公式練習   令和７年１１月 16 日（日）  １２：１２～ 

開始式         令和７年１１月 16 日（日）  １３：０５～ 

女子競技開始   令和７年１１月 16 日（日）  １３：１０～ 

閉会式        令和７年１１月 16 日（日）  １５：３０～ 

 

４  会 場  

［新体操］   長崎県立総合体育館サブアリーナ 

［体 操］   長崎県立総合体育館メインアリーナ 

〒852-8035  長崎県長崎市油木町７－１    ＴＥＬ 095-843-6521 

 

５  諸会議    

［新体操］  監督会議  令和 7 年 11 月 15 日（土） 多目的室１０：００～ 

            審判会議  令和 7 年 11 月 15 日（土） 多目的室１０：１５～ 

 

［体 操］  審判会議  令和 7年 11 月 15 日（土） 多目的室１０：００～ 

         監督会議  令和 7 年 11月 15 日（土） 同上 

 

６  競技種別 

［新体操］   女子（団体・個人） 

［体 操］   男子・女子（団体・個人） 

 

７  競技規則   

［体 操］ （公財）日本体操協会採点規則、202５年版高等学校男子適用規則、202５年版女 

子変更規則Ⅰ・Ⅱ及び競技情報最新号 

 

 



［新体操］ 20２５（公財）日本体操協会競技規則、採点規則、シニアルール、日本体操協会採点 

規則（高校適用）及び長崎県高等学校体育連盟申し合わせ事項による。体操競技・新 

体操ともに競技服装に付けるマークは全国高体連の「競技服装のマークに関する規 

定」準ずる。 

 

８  競技方法 

［体 操］  (1) 自由演技のみ行う。 

             (2) チーム選手権は、男子６種目・女子４種目の各種目のベスト３による総合得 

点とする。 

             (3) 個人選手権は、男子６種目・女子４種目の合計得点による。 

［新体操］  (1) 団体選手権は、「 ボール５ 」とする。 

             (2) 個人選手権は、「 フープ 」と「 ボール 」の２種目の合計得点による。 

 

   ※専門部抽選により班編成を行い、公式練習は割り当て練習とする。 

※個人演技については、選出下位順からもローテーションとする。 

 

９  引率・監督について 

（１）引率責任者は、団体の場合は好調が認める当該校の職員とする。個人の場合は、校長の

認める学校の職員とする。また、学校から引率を委嘱された「部活動指導員」（学校教育

法施行規則第７８条の２に示された者）も可とする。ただし、県高体連会長に事前に届け

出ること。 

（２）監督・コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保

険（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

 

１０ 参加資格 

（１）参加者は、長崎県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、長崎県体操協会に令和７

年度の登録を完了した者。 

（２）年齢は、平成 19 年 4月 2 日以降に生まれた者とし、1･2 年在学生徒に限る。ただし、

同一学年での出場は１回限りとする。 

（３）チーム編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めな

い。 

      （４）転校後６ヵ月未満の者は、参加を認めない(外国留学生もこれに準ずる)。ただし、一家

転住等によりやむを得ない場合は、長崎県高等学校体育連盟会長の認可があればこの

限りではない。 

     （５）参加者はあらかじめ健康診断を受け、在学する校長の承認を必要とする。 

     （６）参加資格の特例による学校の参加については、長崎県高等学校新人体育大会開催基

準要項のとおりとする。 

     （７）体操競技と新体操の両方には出場できない。 

     （８）その他は、大会申し合わせ事項による。 

 

１１ 参加制限 

［体操団体］ 男女各１チームとし、選手４名(３名でも可)、監督１名、チームリーダー１名で編 

成する。 

 



     ［体操個人］ チーム出場者の他に６名までの出場を認める。 

 

［新体操団体］ 女子１チームとし、選手６名、補欠２名、監督１名、チームリーダー１名で編成 

する。 

      ［新体操個人］ 各学校８名までとする。 

 

１２ 競技場への入場制限 

(１）競技場内へ入場できるのは、チームリーダー（監督）・正選手・補欠選手・認められた補助 

者・認められたトレーナーのみとする。 

（２）チームリーダーは、監督または補欠が行う。また、個人グループでは関係各校の監督で

協議し、うち１名があたることとする。 

（３）女子ゆかの伴奏のために、チームでは補欠の１名が、個人グループでは他の参加者のう 

ちの１名が、ゆかの練習および演技時間に音楽席へ入場することができる。 

（４）選手の安全確保のため、チームおよび個人に対して１名の補助者をつけることができ 

る。ただし、補助者として入場できる者は、監督が体操未経験者で補助の技術がなく選

手の安全を守れないと認められた場合に限る。 

（５）男子の鉄棒の演技は、入場が認められている１名が補助者として着地マットに上がって 

も減点の対象としない。 

 

１３ 参加申込   

（１）申込方法 

高体連ホームページよりオンライン申込で行う。必要事項を記入し、参加負担金を添えて 

申し込む。（参加負担金は銀行振込を原則とする） 

(2)締切日  令和 7 年 10 月 17 日(金) 

 

１４ 参加負担金   

団体：４、０００円     個人：５００円 

振込先   十八親和銀行 大村支店 普通 ３１３４３３１ 

長崎県高等学校体育連盟体操専門部長  高田佳男 

（ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲﾀｲｿｳｾﾝﾓﾝﾌﾞﾁｮｳ ﾀｶﾀﾞﾖｼｵ） 

 

１５ 抽選及び組み合わせ   

令和 7年 10月 18日(土)１３時から専門部にて抽選を行う。 

 

１６ 表 彰    体操競技・新体操ともに団体３位、個人３位までを表彰する。 

 

１７ 参加上の注意 

（1）競技中の疾病・傷害等が主催者側で応急処置を行うが、必要に応じて医療機関への対 

応は各学校で対処すること。 

（2）参加選手は、健康保険証（保健証連携マイナンバーカード）を持参すること。 

 

１８ 個人情報及び肖像権にかかわる取り扱い 

長崎県高等学校体育連盟が別に示す取り扱いや注意に則った対応を行うものとする。 

 



１９ そ の 他 

     （1）監督は、役員及び審判員に委嘱するので協力すること。 

     （2）各選手は、あらかじめ各校に割り当てられた番号により申し込み順に男子は「黒色」、女 

子は「赤色」の背番号をつける。ただし、新体操はゼッケン不要。 

（3）危険防止と器具調整のため、必ず決められた公式練習時間に会場練習を行うこと。 

（4）会場設営には、各校とも必ず参加すること。 

          体操部  11月 15日（土） ８時００分～ 

          新体操  11月 15日（土） ８時３０分～ 

（５）参加者は、試合終了後の後片付けに協力すること。 

（６）フロアや観覧席を汚さないよう、各校とも責任を持ってごみの処理をすること。  

（７）宿泊は、各学校で手配すること。 

（８）女子ゆかの音楽再生機器については、各校で準備すること。 

（９）観覧席でのビデオ・カメラ等を使用した撮影は、許可制とする。 

（10）参加申込書に記載される生徒の個人情報の利用については、次のとおりとする。 

・大会競技プログラムへの掲載 

・参加資格の確認（年齢・転校等） 

・競技成績に公表（学校名、氏名、学年、性別、成績（記録） 

        （11）撮影について 

         ・撮影禁止エリアからの撮影はしないこと。 

・撮影許可書を本部へ申請した者のみ許可する。（関係者・保護者に限る） 

・望遠レンズを使用しての撮影は禁止する。 

・大会会場で盗撮等が疑われる行為を発見したら、巡回している大会関係者または大 

会主催者に知らせること。疑いがある場合は退場または警察へ通報します。 

・SNS等への投稿はしないこと。 


